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令和５年５月 県土整備委員会（所管事項の説明聴取）

令和５年５月25日（木）

〔委員会の概要 企業局関係〕

山西委員長

休憩前に引き続き、委員会を開きます。（11時53分）

これより企業局関係の調査を行います。

この際、企業局関係の所管事務について理事者側から説明を願うとともに、報告事項が

あればこれを受けることにいたします。

【所管事項及び重点事業の説明】（説明資料）

【報告事項】

な し

中川企業局副局長

それでは、お手元の県土整備委員会説明資料につきまして、御説明申し上げます。

７ページを御覧ください。

企業局の組織につきましては、本局及び総合管理推進センターで構成されており、本局

は、経営企画戦略課、事業推進課、施設基盤整備室の２課１室体制となっております。

なお、御承知のとおり、５月19日、６月１日付けの人事異動の内示がありましたことか

ら、６月定例会の事前委員会の委員会説明資料において、改めて担当者名の入った組織図

をお示しいたしたいと考えておりますので、本委員会の資料につきましては担当者名を割

愛させていただきます。

続きまして、予算の御説明に先立ちまして、企業局が経営しております４事業会計の概

要説明を兼ねまして、まず、重点事業について御説明申し上げます。

恐れ入りますが、資料の29ページをお願いいたします。

最初に、（１）電気事業でございます。

発電につきましては、坂州、日野谷、川口及び勝浦の４水力発電所とマリンピア沖洲及

び和田島の２太陽光発電所で行っております。

水力発電所の最大出力は、４発電所合計で８万7,500キロワットでございます。

また、太陽光発電所の最大出力は、２発電所合計で4,000キロワットでございまして、

水力発電、太陽光発電ともに、発生電力を四国電力株式会社に一括して供給しておりま

す。

今年度の電力料収入としましては、表の備考欄、水力発電では年間34億1,447万4,000円

を、太陽光発電では２億420万4,000円を予定しております。

四国電力株式会社に売電しております水力発電の電力受給契約につきましては、来年３

月末日をもって期間満了となるため、本年度中に議会での議決を頂き、令和６年度の売電

契約を締結できるよう取り組んでまいります。

また、水力発電所につきましては、建設以来、相当の年数が経過しておりますので、将
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来にわたる発電機能を維持するため、計画的な修繕及び改良工事を行うこととしておりま

す。

さらに、自然エネルギー導入の促進や啓発を図るとともに、地域貢献に取り組んでまい

ります。

次に、30ページをお願いします。

（２）工業用水道事業でございます。

まず、昭和43年に給水を開始しました吉野川北岸工業用水道は、給水能力が日量16万立

方メートルでございまして、21の事業所に対し、日量10万5,630立方メートルの工業用水

を供給することとしております。

次に、昭和45年に給水を開始しました阿南工業用水道は、給水能力が日量９万3,000立

方メートルでございまして、13の事業所に対し、日量７万8,500立方メートルの工業用水

を供給することとしております。

今後とも、工業用水の安定した供給を図りますとともに、施設の機能維持及び南海トラ

フ巨大地震等への対策のため、必要な調査、修繕及び改良工事を進めてまいります。

次に、31ページをお願いします。

（３）土地造成事業でございます。

内陸型工業団地である西長峰工業団地につきましては、９万2,734平方メートルを売却

し、２万9,791平方メートルを貸し付けており、分譲用地全てについて処分済みでござい

まして、現在は当工業団地の適切な維持管理を行っております。

次に、32ページをお願いします。

（４）駐車場事業でございます。

昭和48年から藍場町地下駐車場を、また、平成15年から松茂駐車場をそれぞれ運営して

おります。また、平成18年度からは、利用者サービスの向上と運営の効率化を図るため、

指定管理者制度を導入しております。

今後とも、施設の適切な維持管理を行うとともに、効率的な運営を図り、健全経営に努

めてまいります。

続きまして、本年度の予算について御説明いたします。

恐れ入りますが、戻りまして11ページをお願いします。

企業局所管４事業会計の予算総括表でございます。

この内容につきましては、12ページ以降の会計別の内訳により順に御説明いたします。

12ページ、①電気事業会計でございます。

令和５年度当初予算額のＡ欄を御覧ください。

１行目、事業収益としまして、四国電力株式会社への卸売電力料など合計で38億1,210

万2,000円を計上しております。

次に、中ほど10行目、事業費用としまして、人件費、修繕費、減価償却費など合計で

35億2,921万3,000円を計上しております。

13ページをお願いします。

上の表、最終行、収支差引きの当年度純利益は２億8,288万9,000円を予定しておりま

す。

次に、その下の表、１行目、資本的収入としまして、固定資産売却代など合計で３億
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1,351万9,000円を計上しております。

中ほど８行目、資本的支出としまして、水力発電設備等に係る建設改良費と投資との合

計で８億1,732万7,000円を計上しております。

表の下、欄外でございますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額につきま

しては、建設改良積立金で補塡することとしております。

続きまして、14ページをお願いします。

②工業用水道事業会計でございます。

Ａ欄を御覧ください。

１行目、事業収益としまして、水道料金収入など合計で12億8,398万2,000円を計上して

おります。

次に、９行目、事業費用としまして、人件費、修繕費、減価償却費など合計で12億

3,706万9,000円を計上しております。

最終行、収支差引きの当年度純利益は4,691万3,000円を予定しております。

15ページをお願いします。

１行目、資本的収入としまして、固定資産売却代など合計で5,769万1,000円を計上して

おります。

中ほど12行目、資本的支出としまして、管路更新等に係る建設改良費など合計で６億

2,402万7,000円を計上しております。

表の下、欄外でございますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額につきま

しては、過年度分損益勘定留保資金で補塡することとしております。

続きまして、16ページをお願いします。

③土地造成事業会計でございます。

Ａ欄を御覧ください。

１行目、事業収益としまして、土地賃貸料など合計で778万5,000円を計上しておりま

す。

次に、中ほど６行目、事業費用としまして、西長峰工業団地の維持管理に係る経費であ

ります一般管理費など合計で182万7,000円を計上しております。

最終行、収支差引きの当年度純利益は595万8,000円を予定しております。

なお、資本的収入及び支出につきましては、該当がございません。

続きまして、17ページをお願いします。

④駐車場事業会計でございます。

Ａ欄を御覧ください。

１行目、事業収益としまして、指定管理者、株式会社ティビィケイからの納付金であり

ます駐車場収益など合計で6,575万5,000円を計上しております。

次に、中ほど８行目、事業費用としまして、修繕費や減価償却費等の一般管理費など合

計で6,346万1,000円を計上しております。

最終行、収支差引きの当年度純利益は229万4,000円を予定しております。

次に、18ページをお願いします。

資本的収入につきましては、該当がございません。

４行目、資本的支出としまして、1,117万円の建設改良費を計上しております。
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なお、表の下、欄外でございますが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額に

つきましては、過年度分損益勘定留保資金で補塡することとしております。

次に、21ページをお願いいたします。

継続費の状況でございますが、日野谷発電所３号水車発電機改良事業をはじめ、合計５

項目に係る年度と総額を記載しております。

次に、25ページをお願いいたします。

債務負担行為の状況でございます。

日野谷発電所取水口ゲート修繕事業工事請負契約をはじめ、合計８項目に係る期間と限

度額を記載しております。

最後に、各課別の所管事務につきましては、35ページから36ページに記載のとおりと

なっております。

以上が、企業局が所管しております事業の概要でございます。

なお、報告事項はございません。

よろしくお願い申し上げます。

山西委員長

以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

それでは、質疑をどうぞ。

（「なし」と言う者あり）

それでは、これをもって質疑を終わります。

以上で企業局関係の調査を終わります。

次に、委員会視察についてであります。

県内視察については、前期視察を９月定例会までに、後期視察を９月定例会終了後、２

月定例会までに、県外視察については、６月定例会閉会後、議会運営委員会の県外視察終

了後に実施することといたしたいと思います。

また、日程や調査すべきテーマ、視察箇所等につきましては、皆様の御提案も頂き、私

のほうで案を作り、お示ししたいと考えておりますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」と言う者あり）

それでは、さよう決定いたします。

これをもって、県土整備委員会を閉会いたします。（12時05分）


